
第 20 回 国分川調節池を育む会 

 
日 時 ： 平 成 26 年 6 月 22 日 (日 ) 

10 時 00 分 ～  

場 所 ： 東 国 分 中 学 校  多 目 的 室  

 

次   第  

 

１．あいさつ 

 

２．全体会 

 （１）役員の選出について 

                       （市川市） 

 （２）今後の予定について 

（千葉県真間川改修事務所、市川市） 

（３）中学校北東部スペースの利用について 

（市川市） 

 （４）利用ルール及びボランティア活動内容について 

                       （市川市） 

（５）検討にあたっての留意点 

       （千葉大学大学院園芸学研究科 近江慶光氏） 

３．検討部会 

 

４．全体会 

（６）検討部会からの発表         

 

５．その他 
 

<資 料 > 

１ ． 中 学 校 北 東 部 ス ペ ー ス 計 画 平 面 図  

２ ． 運 営 ・ 管 理 ス ケ ジ ュ ー ル  

３ ． 利 用 ル ー ル 「 国 分 川 調 節 池 緑 地 を ご 利 用 す る 皆 様 へ 」  

４ ． 国 分 川 調 節 池 緑 地 で 「 や り た い こ と 」 を 考 え よ う ！  

 

 

 

 

 

 

事 務 局 （ 市 川 市 役 所  公 園 緑 地 課 ）  

 TEL： 047-332-8774（ 直 通 ）  

 FAX： 047-332-8775 

メ ー ル ： midoriseibi2@city.ichikawa.chiba.jp 



 

国 分 川 調 節 池 整 備 方 針  

 

 

○ 国 分 川 調 節 池 整 備 テ ー マ  

人 と 生 き 物 の 輝 く 池 を 次 の 世 代 に 手 渡 そ う ！  

 

 

○ 整 備 基 本 方 針  

 

１ ） 地 域 を 洪 水 の 被 害 か ら 守 り 、 治 水 に 対 す る 理 解 を 深 め る  

・ 洪 水 の 危 険 か ら 地 域 を 守 る 治 水 機 能 を 確 保 す る 。  

・ 日 常 の 利 用 に よ り 、 治 水 の 重 要 性 を 知 り 、 興 味 を 育 む 場 、 一 人 ひ と り の 取

り 組 み か た を 知 る 場 と す る 。  

 

２ ） ふ る さ と の 自 然 を 復 元 し 、 子 ど も た ち や 次 の 世 代 へ と 伝 え る  

・ 自 然 ネ ッ ト ワ ー ク の 大 拠 点 と な る 豊 か な 自 然 を 復 元 す る 。  

・ さ ま ざ ま な 生 き 物 を 育 む 、 多 様 な 環 境 を 復 元 す る 。  

・ 川 の 水 質 改 善 な ど 、 自 然 の も つ 機 能 を 発 揮 さ せ る  

 

３ ） 人 と 人 、 人 と 自 然 の ふ れ あ い を 育 む  

 ・ 子 ど も た ち が 、 ふ る さ と の 自 然 と 自 由 に ふ れ あ え る 場 と す る 。  

 ・ 懐 か し さ を 感 じ る 風 景 の 中 で 、 穏 や か に 過 ご す こ と の で き る 場 と す る 。  

 ・ 子 ど も か ら 高 齢 者 等 ま で 、 世 代 を 越 え た 様 々 な 人 々 の 交 流 の 場 と す る 。  

 

４ ） 緑 豊 か な 木 々 に 彩 ら れ た 、 雄 大 で 多 様 な 水 辺 の 風 景 を つ く る  

 ・ 市 川 の 原 風 景 を 感 じ る 場 と す る 。  

 ・ 周 辺 か ら 見 え る 緑 を 増 や し 、 住 環 境 の 向 上 に 役 立 て る 。  

 ・ 自 然 と 調 和 す る 施 設 整 備 を 行 う 。  

 

５ ） イ ベ ン ト や 運 営 へ の 参 加 を 通 じ て 、 国 分 川 調 節 池 へ の 愛 着 を 育 む  

  ・ 市 民 の 知 恵 と 経 験 を 活 か し つ つ 、 市 民 と 行 政 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ に 基 づ く

管 理 を 行 う 。  

  ・ 管 理 費 用 の 抑 制 に 配 慮 し た 整 備 を 行 う 。  

 

 



計画平面図(案)　　S=1:250
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運営・管理スケジュール

H26.3
利用ルールを決めよう

H26.6
やりたいこと考えよう

H26.10
運営・管理を考えよう①

H27.2
運営・管理を考えよう②

公園を利用する際の基本的なルール
を決めていきます。

利用ルールに沿って、みなさんが調
節池緑地でやりたいことを整理しま
す。

やりたいことを実行するにあたって、
活動内容、組織体制等を検討してい
きます。

平成27年度より、試行開始

活動内容、組織体制等を決定し、ボラ
ンティア活動の試行準備に入ります。

ボランティア活動の試行を開始します。
（試行が難しいようでしたら、今後の育む
会でさらに準備を進めていきます。）
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国分川調節池緑地をご利用する皆様へ 
 

国分川調節池緑地を楽しくご利用していただくために、以下のとおりルールを定めております。 

皆様のご協力をお願いします。 

○調節池であるため、洪水時や洪水が予想される場合は、利用を禁止しております。 

○夜間の利用は原則として禁止しております。 

○ゴミは各自で持ち帰ってください。 

○公園内での喫煙は、指定された場所でのみ行ってください。 

また、吸殻は各自で持ち帰ってください。 

○犬はリードでつなぎ、散歩は園路及び散策・休息広場でお願いします（他の場所で 

の犬の散歩等は禁止しております。）。また、フンは飼い主が持ち帰ってください。 

○動物への餌やりは禁止しております。 

○池での釣りや魚等の放流は禁止しております。 

○公園内への植物の持ち込みや採取は、原則禁止しております。 

○園内への自転車の乗り入れは禁止しております。駐輪場までは自転車を押して 

歩いてください。 

  ○他の利用者の迷惑になる行為はやめてください。 

                              市川市 公園緑地課 
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喫煙所 



国分川調節池緑地で「やりたいこと」を考えよう！ 

 

 

公園内で考えられるボランティア活動内容をご紹介します。 

 

１．草刈、清掃 

  市川市では、ボランティア団体と覚書を締結し、公園内の 

草刈、清掃を行っていただいています。育む会の方々の協働 

作業として、国分川調節池緑地の一部の草刈、清掃を行って 

いただくのはいかがでしょうか？ 

 

２．巡視 

  市川市では、「いちかわボランティアパトロール」としてボ 

 ランティアの皆様にパトロールを実施いただくことで、地域の 

犯罪に対する抑止力を高めています。育む会として、または個 

人としてでも結構です。ご自宅から国分川調節池緑地を散歩 

しながら、地域の防犯のために活動していただくのはいかがで 

しょうか？ 

 

３．イベント 

  毎年 5 月には「国分川鯉のぼりフェスティバル」が行われ 

 ています。地域活性化のための地元行事、子供たちのための 

行事、高齢者のための健康増進イベント、貴重な生物の観察 

会等、様々な活動が考えられます。広大なスペースを利用して 

イベントを開催してはいかがでしょうか？ 

 

４．広報 

  国分川調節池は治水施設であるとともに、イベントが出来 

 る場、貴重な水辺環境、豊かな自然が残されている場、様々 

な魅力があります。国分川調節池緑地の魅力を発信するには、 

公園ガイド、広報紙の発行、ホームページの作成等、たくさ 

んの方法があります。ぜひ、国分川調節池緑地の魅力を発信 

してはいかがでしょうか？ 

 

 

一つ一つの活動をご紹介しましたが、あらゆる活動を連携させて、楽しく活動する

ことが大切です。国分川調節池緑地での活動をきっかけに、そして何より育む会の皆

様が充実した生活を送っていただければと思います。 

 

 

 

 

【資料４】 



 

ボランティア活動を行う際に大事なことは・・・ 

 

 

 １．興味のあることからはじめよう 

 

 ２．楽しく行えるものをはじめよう 

 

 ３．参加しやすいようにしよう 

 

 ４．安全に行おう 

 

 

 

皆様のやりたいことを、まずは皆様で自由に考えてみてください。 

 

 

（参考） 

 

市川市の公園内で行っているイベントをご紹介します。 

打ち水大作戦 

    水資源の有効活用とヒートアイランド対策の啓発を目的に、ミニプールの 

二次利用水を使い、子供たちが水鉄砲で打ち水を行った。消防車両による 

放水も実施。（百合台公園、子の神中央公園） 

 

打ち水により、地表面の温度が４～５度下がりました 

 

ちょっとしたアイデアで、魅力あるイベントが行えます。 



い ち か わ ボ ラ ン テ ィ ア パ ト ロ ー ル

更新日： 2014年4月16日

ボランティアパトロール登録者募集中！！

 皆さんがボランティアとしてパトロールを実施することで、地域の犯罪に対する抑止力を高めるとともに、自主防犯
意識の向上や良好な地域コミュニケーションの醸成を図ることができます。すでに多くの自治（町）会で防犯パトロー
ルが実施され、着実に成果が上がっていますが、市はより安全で安心して暮らせるまちを目指し、個人で気軽に行え
る｢いちかわボランティアパトロール｣の 登録者を募集します。 

 ｢いちかわボランティアパトロール｣は日常のちょっとした外出の際に、蛍光色の帽子 （写真参照）をかぶってパトロ

ールを兼ねるので、自分の都合に合わせて行うことができます。地域を犯罪のない安心なまちにするため、あなたも
｢いちかわボランティアパトロール｣に参加しませんか？

【活動内容】 
 ・登録者は日常のジョギングや犬の散歩などちょっとした外出
の際、地域のパトロールを兼ねます。 
 ・パトロール中はパトロール6か条を遵守して、まちの安全に気
を配るようにしてください。 
 ・市が開催する防犯講習会等に積極的な参加をお願いしま
す。 
 ・市からアンケートを送付された際はご協力をお願いします。
 
【貸与物品】 
 ・パトロール用帽子 ･登録番号札（ワッペン）
 
【パトロール6か条】 
 1 活動の際は必ず帽子を着用してください。なお、帽子は他人に貸さないでください。 
 2 地域の方とあいさつを交わすように心掛けてください。 
 3 危険な行為は絶対に行わないでください。 
 4 犯罪などを目撃したときは、直ちに警察に通報してください。 
 5 他人の人権や財産を侵害する行為はしないでください。 
 6 特定の活動を行う際は、ボランティアパトロールはしないでください。

【参加要件】 
 ・市内在住もしくは在勤・在学で18歳以上の方 
 ・週1回以上活動できる方 
 ・活動の目的に賛同いただける方
 
【申し込み方法】 
 ・次の場所で常時申し込みを受付しています。 
  (1)市川市役所 （1階 市民安全課 ） 
  (2)行徳支所 （2階 総務課） 
  (3)大柏出張所 （1階 窓口） 
  (4)南行徳市民センター （1階 窓口） 
 ・申し込みの際に、貸与物品をお渡しします。   
  
【その他】 
 ・長期の使用により帽子の色褪せ等が著しい場合は、上記の受付窓口で新しい帽子と交換しま
す。

 

●このページに掲載されている情報の発信元 
市川市 市民部 市民安全課 
〒272-8501 
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 
電話：047-334-1129 FAX：047-336-8073 

1/2 ページ市川市｜いちかわボランティアパトロール

2014/05/29http://www.city.ichikawa.lg.jp/cri02/1521000005.html?print=true
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